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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療システムにおいて：
　患者の身体に導入するように構成された細長部材と；
　この細長部材に装着された回転可能な操作エレメントと；
　この操作エレメントに機械的に関連する追跡エレメントであって、追跡ビームを送出す
るように構成されたエレメントと；
　ロール基準エレメントと；
　前記追跡ビームが基準回転方位と前記ロール基準エレメント間で回転する角度を決定す
るように構成された処理回路と；
を具えることを特徴とする医療システム。
【請求項２】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが超音波トランスデューサ
であることを特徴とする医療システム。
【請求項３】
請求項１に記載の医療システムが更に、前記患者の身体に導入するように構成された別の
細長部材を具え、前記ロール基準エレメントがこの別の細長部材に装着されていることを
特徴とする医療システム。
【請求項４】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が更に、前記操作エレメントの動
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作中に前記追跡ビーム回転角度を決定するように構成されていることを特徴とする医療シ
ステム。
【請求項５】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が更に、前記操作エレメントの非
動作中に前記追跡ビーム回転角度を決定するように構成されていることを特徴とする医療
システム。
【請求項６】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが扇型の追跡ビームを送出
するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【請求項７】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが１０度未満の面内ビーム
幅を示す追跡ビームを送出するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【請求項８】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが５度未満の面内ビーム幅
を示す追跡ビームを送出するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【請求項９】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが９０度以上の面外ビーム
幅を示す追跡ビームを送出するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【請求項１０】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントがほぼ１８０度に等しい面
外ビーム幅を示す追跡ビームを送出するように構成されていることを特徴とする医療シス
テム。
【請求項１１】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記操作エレメントが撮像エレメントを具える
ことを特徴とする医療システム。
【請求項１２】
請求項１１に記載の医療システムにおいて、前記撮像エレメントが超音波トランスデュー
サを具えることを特徴とする医療システム。
【請求項１３】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が更に、パルス化された追跡ビー
ムを生成する追跡エレメントを動作させ、前記基準回転方位から前記ロール基準エレメン
トへ前記追跡ビームが回転するときに送出される追跡ビームパルスの数を計数し、この追
跡ビームパルスの計数に基づいて前記追跡ビーム回転角度を決定するように構成されてい
ることを特徴とする医療システム。
【請求項１４】
請求項１３に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が更に、最も高い追跡ビームパ
ルスを受信するときを決定するように構成されており、前記追跡ビームが、前記最も高い
追跡ビームパルスが前記ロール基準エレメントと交差するときに前記ロール基準エレメン
トへ回転されると考えられることを特徴とする医療システム。
【請求項１５】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が更に、前記操作エレメントの起
点動作点に前記基準回転方位を関連付けるように構成されていることを特徴とする医療シ
ステム。
【請求項１６】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが前記操作エレメントから
回転方向にオフセットする位置で前記細長部材に装着されていることを特徴とする医療シ
ステム。
【請求項１７】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記処理回路が前記追跡エレメントおよび前記
ロール基準エレメントに接続されていることを特徴とする医療システム。
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【請求項１８】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記ロール基準エレメントが前記追跡ビームを
受信するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【請求項１９】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡ビームの面外ビーム幅を増加させるた
めに前記追跡エレメントを部分的に被覆するミスマッチ材料を更に具えることを特徴とす
る医療システム。
【請求項２０】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記操作エレメントが前記細長部材に対して回
転可能であることを特徴とする医療システム。
【請求項２１】
請求項１に記載の医療システムにおいて、前記追跡エレメントが前記操作エレメントと同
時に回転するように構成されていることを特徴とする医療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、一般に、医療用撮像装置に関し、特に、体組織の超音波画像を撮像するシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　診断および治療計画を立てる目的で、患者の身体内部を観察する医療処理に画像技術は
広く利用されている。ある画像技術では、先端に回転可能な超音波トランスデューサを装
着した撮像カテーテルを例えば血管を介して患者の体内に挿入する。身体の内部画像を得
るために、回転する超音波トランスデューサが体内に超音波エネルギィのパルスを出射す
る。超音波エネルギィの一部は身体内部で反射されてトランスデューサに戻る。トランス
デューサに当たった反射超音波エネルギィ（エコー）は電気信号を生成し、この信号を用
いて身体の３６０度断面内部画像を形成する。回転超音波トランスデューサは、長さ方向
に移動して、多重断面画像が生成され、後に身体の三次元内部画像に再構築される。
【０００３】
　たいていの場合、撮像カテーテルで作成した画像を解剖学的構造（例えば、心臓など）
、あるいは、基準点（例えば、患者の腹側部）に対して正しく整列させることが所望され
る。近年は、超音波で生成した体組織の局部画像を身体、もしくはこのような体組織を含
む器官の全体像内に正しく整列させることが望まれるようになった。外科医が、身体の興
味のある部位に医療装置を移動させるのを補助するために、通常、このような全体画像は
案内システムを用いて生成される。
【０００４】
　ある案内システムでは、装置の蛍光透視画像（あるいは、少なくとも装置の上に配置し
た放射線不透過性帯）と、周囲の身体内の解剖学的ランドマーク（対照媒体を有するもの
または対照媒体がないもの）が撮像され、外科医に表示される。蛍光透視画像によって、
外科医は身体内の装置の位置を確認し、興味の在る部位へ装置を移動させることが可能と
なる。解剖学的マッピング技術を用いた別の案内システムでは、装置、あるいは装置の部
分のグラフィカル表示が、例えば心室などの体組織の３次元のコンピュータで生成した表
示内に表示される。体組織の３次元表示は、体組織の内側表面のジオメトリを３次元座標
システム内に、例えば、体組織上の複数ポイントにマッピング装置を移動させてマッピン
グすることによって生成される。身体内に案内されるこの装置の位置は、一またはそれ以
上の位置センサを装置上に配置し、３次元座標システム内でこれらのセンサの位置を追跡
することで決定される。このタイプの案内システムの例は、ボストンサイエンティフィッ
クコーポレーションの新しい部である、カーディアックパスウェイズコーポレーションに
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よって商業的に展開された、Realtime Position Management (登録商標)（ＲＰＭ）トラ
ッキングシステムである。このＲＰＭシステムは、現在は、心臓の精密な分析を規定し、
心臓の電気的活性をマッピングし、切除カテーテルを患者の心臓の処理部位に案内すると
いった心臓不整脈の処置に使用されている。
【０００５】
　全体画像（生成されたもの）内に局部画像を正しく表示するために、局部画像と全体画
像の双方を３次元座標システム内に登録する。全体画像が体組織の３次元のコンピュータ
で生成した表示であれば、通常、すでに３次元座標システム内に登録されている。３次元
座標システム内への局部画像の登録は、回転超音波トランスデューサからの既知の距離に
ある撮像カテーテル上に位置センサを装着することによってなされ、超音波トランスデュ
ーサの３次元座標、従って、局部画像の原点を決定することができる。
【０００６】
　位置センサのタイプによっては、最大５つの自由度（ｘ、ｙ、ｚ、ピッチおよびヨー）
が局部画像用に決定される。
【０００７】
　例えば、米国特許出願番号第０９/１２８，３０４号に記載されているような、複数の
超音波センサを撮像カテーテルの遠位端に沿って装着することができる。この撮像カテー
テルの遠位端のジオメトリは、決定された超音波トランスデューサの位置座標から推定す
ることができ、撮像エレメントの３次元座標（ｘ、ｙ、ｚ）と２つの回転座標（ピッチお
よびヨー）が決定される。
【０００８】
　別の例として、米国特許第５，３９１，１９９号に記載されているように、磁気センサ
を撮像カテーテルの遠位端に装着することができる。理論的には、これらの磁気センサは
、横揺れ（ロール）を含む６つの自由度を決定するのに使用することができる。撮像カテ
ーテルの遠位端に対する回転撮像エレメントの横揺れは既知ではないので、３次元座標シ
ステム内の撮像エレメントの横揺れは、現在では、磁気センサだけを使用して決定するこ
とができない。回転シャフトの上に磁気センサを装着して、回転撮像エレメントの横揺れ
を決定することは理論的には可能であるかもしれない。しかしながら、これらの磁気セン
サは比較的大きいので、このような配置は通常実際的でない。この結果、回転撮像エレメ
ントによって生成された画像を正しく整列させることが困難である。
【０００９】
発明の概要
　本発明の一の実施例では、医療システムが、患者の身体内に導入するように構成された
細長部材と、当該細長部材上に装着された回転可能な操作エレメントを具える。すべての
タイプの回転可能な操作エレメント及び医療プローブを本発明に適用することが可能であ
るが、操作エレメントは、例えば超音波トランスデューサなどの撮像エレメントであって
も良く、細長部材はカテーテル部材であってもよい。この医療システムは更に、前記操作
エレメントに機械的に関連した追跡エレメントであって、追跡ビームを送出するように構
成されたエレメントを具える。この医療システムは更に、例えば、患者の身体内に導入す
るように構成された別の細長部材上に配置することができる基準エレメントを具える。
【００１０】
　前記医療システムは、更に、前記追跡ビームが基準回転方向と基準ポイント間を回転す
る角度を決定するように構成された処理回路を具えるものであっても良い。この処理回路
は、操作エレメントの動作中または非動作中にこの角度の決定を実行するように構成する
ことができる。前記追跡ビームはパルス化することができ、この場合、前記処理回路は、
追跡ビームが前記基準回転方向から前記基準ポイントへ回転するときに送出された追跡ビ
ームパルスの数を計数するように構成することができる。この処理回路は、更に、操作エ
レメントの起点操作ポイントに前記基準回転方向を関連付けるように構成しても良い。
【００１１】
　本発明の他の実施例では、医療プローブが、患者の身体内へ導入する細長部材（例えば



(5) JP 4585318 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

、カテーテル部材など）と、この細長部材に装着した回転可能な操作エレメント（例えば
、撮像エレメントなど）と、前記操作エレメントと機械的に関連し、扇型ビームを発生す
るように構成された追跡エレメント（例えば、超音波トランスデューサなど）を具える。
この医療プローブは、選択的に、前記扇型ビームの面外ビーム幅を増加させるために前記
エレメントを部分的に被覆するミスマッチ材料を具えていてもよい。
【００１２】
　本発明の更なる他の実施例では、撮像医療プローブが、患者の身体内に導入するように
構成した細長部材と、前記細長部材（例えばカテーテル本体など）に装着され、第１の面
外ビーム幅を有する撮像ビームを送出するように構成された回転可能な撮像エレメントと
、前記細長部材に摺動可能に装着され、前記撮像エレメントを選択的にマスクするように
構成された回折格子とを具え、前記撮像エレメントが前記第１の面外ビーム幅より大きい
第２の面外ビーム幅を有する追跡ビームを送出する。この撮像エレメントは、超音波トラ
ンスデューサを具えていても良く、この場合、前記回折格子は超音波追跡ビームを送出す
ることができる。この追跡ビームは、扇型ビームであってもよい。
【００１３】
　本発明の更なる実施例では、撮像医療システムが、患者の身体内に導入するように構成
された細長部材と、当該細長部材に装着され、画像データを得るように構成された回転可
能な撮像アッセンブリとを具える。全てのタイプの回転可能な撮像アッセンブリと医療プ
ローブを本発明に適用することができるが、この撮像アッセンブリは超音波トランスデュ
ーサを具えていてもよく、前記細長部材はカテーテル部材であってもよい。この撮像医療
システムは、更に、前記撮像アッセンブリと機械的に関連し、追跡ビームを送出するよう
に構成された追跡エレメントを具えていても良い。この追跡ビームは、扇型ビームであっ
ても良い。前記撮像医療システムは、更に、前記追跡ビームの回転に基づいて撮像データ
を方向付けるように構成された処理回路を具えていても良い。この撮像医療システムは、
選択的に、この方向付けされた画像データを表示するために前記処理回路に接続されたデ
ィスプレイを具えていても良い。
【００１４】
　前記医療システムは、更に、前記追跡ビームを受信する基準エレメントを具えていても
良い。この基準エレメントは、例えば、患者の身体に導入するように構成されている別の
細長部材の上に配置することができる。この場合、前記処理回路は、前記追跡ビームが基
準回転方向と前記基準エレメント間を回転する角度を決定するように構成することができ
る。この処理回路は、前記操作エレメントの動作中または非動作中にこの角度の決定を行
うように構成することができる。この追跡ビームはパルス化することができ、この場合、
前記処理回路は、前記追跡ビームが前記基準回転方向から前記基準トランスデューサへ回
転するときに送出される追跡ビームパルス数をカウントするように構成することができる
。前記処理回路は、更に、前記基準回転方向を、前記画像データ内の起点撮像パルスまた
は回転方向に関連付けるように構成しても良い。
【００１５】
　一の実施例では、前記撮像アッセンブリが、撮像ビームを送出するように構成した撮像
エレメントを具える。この場合、前記撮像および追跡エレメントが同じエレメント、ある
いは、異なるエレメントであってもよい。エレメントが異なる場合は、前記撮像エレメン
トは、前記追跡エレメントから回転方向において所定の角度だけオフセットすることがで
き、この場合、前記処理回路は、更に、前記所定のオフセット角度に基づいて前記画像デ
ータを方向付けるように構成することができる。例えば、前記処理回路は、前記画像デー
タを、前記決定された追跡ビーム回転角度と前記所定のオフセット角度間の差の関数に等
しい角度に方向付けることができる。
【００１６】
　前記処理回路は、選択的に、３次元座標システムを構築し、この３次元座標システム内
の画像データを表示するように構成することができる。
【００１７】
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　本発明の他の目的と特徴は、添付の図面と共に以下の説明を考慮することによって明確
になる。
【００１８】
実施例の詳細な説明
　図１を参照すると、本発明によって構成された実際の体組織撮像システム１０が示され
ている。撮像システム１０は、一般的に、（１）例えば、心臓などの体組織の画像データ
を生成する撮像サブシステム１２と；（２）生成した画像データの正しい回転方向を決定
する回転方向付けサブシステム１４と；（３）撮像された体組織が含まれる環境の３次元
グラフィックデータを発生する３次元表示サブシステム１６と；（４）前記方向付サブシ
ステム１４によって決定された回転方向に基づいて前記生成した画像データの正しい方向
付けを行い、前記３次元表示サブシステム１６によって生成された３次元グラフィカルデ
ータ内に前記正しく方向付けされた画像データを重ねあわせることによって複合画像を生
成する複合画像生成器１８と；（５）前記複合画像を表示するディスプレイ２０と；
を具える。図１に示すこれらのエレメントは機能し、これらの機能を実行する構造を制限
するものではない。例えば、いくつかの機能ブロックは、単一の装置であってもよく、こ
れらの機能ブロックの一つが多機能装置を具現化することができる。また、この機能はハ
ードウエア、ソフトウエア、またはファームウエアで実行することができる。
【００１９】
　撮像サブシステム１２は、一般に、身体内部を表示する信号を発生および検出する遠位
に装着された回転可能な撮像アッセンブリ２２を有する撮像カテーテル２０と、これらの
信号を画像データに処理するために撮像カテーテル２０に接続された画像制御／処理回路
２４とを具える。図２および図３を参照して、撮像サブシステム１２を更に詳細に説明す
る。図に示す実施例では、撮像サブシステム１２は超音波をベースとしており、この場合
、撮像カテーテル２０は、超音波撮像カテーテルの形態をとり、画像制御／処理回路は、
超音波画像制御／処理回路の形態をとる。
【００２０】
　この超音波撮像カテーテル２０は、その中を延在するルーメン２８を有する細長いカテ
ーテル本体またはシース２４を具える。カテーテル本体２６は、可撓性部材でできており
、例えば食道や血管などの体腔を通って容易に導入することができる。回転可能な撮像ア
ッセンブリ２２は、その中に装着された、ハウジング３０（あるいは、容器）と、撮像エ
レメント３２と、特に超音波撮像トランスデューサを具える。撮像カテーテル２０は、更
に、ルーメン２８内を延在する駆動シャフト３４を具える。回転撮像アッセンブリ２２は
、この駆動シャフト３４の遠位端に装着されており、駆動モータ（図示せず）は、駆動シ
ャフト３４の近位端に装着されている。カテーテル本体２６は、超音波パルスをカテーテ
ル本体２６を通過させるための音響窓３６を具える。ルーメン２８は、例えば水などの液
体を満たして、撮像エレメント３２から周辺の身体へ超音波エネルギーをより良好につな
げることができる。
【００２１】
　画像制御／処理回路２４は、電気パルス発生器３８と電気信号受信器４０を具え、これ
らは、共に駆動シャフト３４の中央を延在する信号線（図示せず）を介して撮像エレメン
ト３２に接続されている。画像制御／処理回路２４は、更に、電気信号受信機４０に接続
された超音波画像プロセッサ４２を具える。
【００２２】
　身体内壁の超音波画像を得るために、撮像カテーテル２０を体内に挿入するか、あるい
は、撮像すべき組織近傍の身体の皮膚表面に撮像エレメント３２を配置し、撮像アッセン
ブリ２２を操作して、軸４４を中心に回転する撮像ビームを発生し、回転面４６を作る。
特に、撮像アッセンブリ２２は軸４４に沿って機械的に回転し、一方で、パルス発生器３
８は信号線を介して電気パルスを送信して、撮像エレメント３２を励起する。図に示す実
施例では、撮像アッセンブリ２２は、３０回転／秒で回転し、パルス発生器３８は２５６
パルス／回転のレートで９ＭＨｚのパルスを発生する。撮像エレメント３２は、電気パル
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スを体組織に射出される超音波エネルギィのパルスに変換する。この超音波エネルギィの
一部が、体組織で反射されてトランスデューサ３０に戻る。撮像エレメント３２は、反射
されて戻ってきた超音波エネルギィを体組織を表わす電気信号に変換し、この電気信号は
信号線を介して電気信号受信器４０に送り戻される。この電気信号は電気信号受信器４０
で検出され、超音波画像プロセッサ４２に出力され、このプロセッサは、受信した電気信
号を公知の超音波画像処理技術を用いて処理して身体の３６０度の断面超音波画像データ
にする。画像データの各断面について、超音波画像プロセッサ４２は、撮像データを方向
付けるのに使用される起点方向（図に示す実施例では、第１のパルスの発生に関連した方
向が示されている）を選択する。これについては、以下により詳細に述べる。
【００２３】
　身体の３次元ボリュームを撮像するために、駆動モータで駆動軸３４を引き戻して、撮
像アッセンブリ２２をカテーテル本体２６内を軸方向に移動させることができる。代替と
して、カテーテル本体２６全体を、撮像アッセンブリ２２を伴って引き戻すようにしても
良い。撮像アッセンブリ２２が軸方向に移動すると、撮像エレメント３２が回転して、身
体内の異なる位置の体組織の多重断面画像（すなわち、スライス）を得る。この場合、超
音波画像プロセッサ４２は、多重断面画像を集めて（すなわち、ピースを集めて）、公知
のボリューム再構築技術を用いて身体のボリュームを再構築する。
【００２４】
　図１を参照すると、回転方向付けシステム１４は、撮像アッセンブリ２２に機械的に関
連しており、撮像アッセンブリ２２と共に回転する追跡ビームを生成するように構成され
たロール追跡エレメント４８を具える。特に、このロール追跡エレメント４８は、図３に
示すように、ハウジング３０内に装着され、撮像エレメント３２から回転方向に９０度オ
フセットした超音波トランスデューサの形態を取る。このように、ロール追跡エレメント
４８から撮像エレメント３２へのクロスカップリングは最小化されている。例えば１８０
度など、他の回転オフセットも考えることができるが、９０度のオフセットは製造上の利
点を提供する。特に、トランスデューサが互いに１８０度オフセットしている場合に問題
になる他のバッキング層の効果を考慮することなく、トランスデューサの各々のバッキン
グ層を設計することができる。
【００２５】
　効率良く製造する目的で、ロール追跡エレメント４８と撮像エレメント３２は双方とも
、画像制御／処理回路２４に並行に配線されており、図４に示すように、信号線に送信さ
れた単一の電気パルスが、トランスデューサを同時に励起する。撮像データとの干渉によ
って生じる追跡ビームからの戻りパルスを防止するために、トランスデューサを異なる周
波数で動作させるようにしても良い。
【００２６】
　代替的に、あるいは選択的に、ロール追跡エレメント４８への配線の一つにダイオード
５４を接続するようにしてもよい。これによって、高電圧送信パルスはロール追跡エレメ
ントを通過するが、低レベルの受信パルスが撮像エレメント３２からの受信信号を不正な
ものにすることを防ぐことができる。ダイオード５６をロール追跡エレメント４８への他
方の配線に接続して、回路バランスを取り、所望しないノイズを防止するようにしても良
い。更なる代替として、結果として画像送信レートが低くなること（従って、撮像アッセ
ンブリ２２の回転速度が遅くなる）を大目に見ることができるのであれば、画像制御／処
理回路２４は、各トランスデューサに送信される電気パルスを時分割多重化することがで
きる。もちろん、更なるハードウエアを必要とする不利益を伴うパルス発生回路を分離す
るようにトランスデューサを配線することもできる。
【００２７】
　図１を参照すると、画像方向付け回路１４は、更に、ロール追跡エレメント４８から生
成された回転追跡ビームを受信するように構成されたロール基準エレメント５０を具える
。このため、ロール基準エレメント５０は、追跡ビームの通路内に配置された超音波トラ
ンスデューサの形態を取る。例えば、後に詳細に説明するとおり、ロール基準エレメント
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５０を別のカテーテルに装着することもできる。ロール基準エレメント５０を追跡ビーム
の通路内に確実に配置するために、追跡ビームは扇型であることが好ましい。
【００２８】
　特に、図５に示すように、ロール追跡エレメント４８の軸方向の大きさは、比較的小さ
い（例えば、一波長より短い）ので、追跡ビームは比較的大きな面外ビーム幅（すなわち
、回転面４６に垂直なビームの幅）を示す。このように、ロール基準エレメント５０が、
追跡ビームを受信するチャンスはその回転に関係なく大きい。好ましくは、追跡ビームの
面外ビーム幅は、９０度以上であり、最も好ましくは、ほぼ１８０度に近く、追跡ビーム
を確実に捕えることができる。更なる利点として、大きな面外ビーム幅は、有意な画像劣
化を最小にする発散ビームを提供する。例えば、空気の入っている（エアフィルド）材料
などのミスマッチ材料でよりおおきなトランスデューサをマスキングすることによって、
ロール追跡エレメント４８の軸方向の狭さを実現できる。
【００２９】
　これに対して、ロール追跡エレメント４８の横方向の大きさは比較的大きいので、追跡
ビームは比較的小さな面内ビーム幅（すなわち、回転面４６に平行なビームの幅）を示す
。このようにして、追跡ビームの分解能は上げられている。好ましくは、追跡ビームの面
内ビーム幅は、１０度未満であり、最も好ましくは５度未満である。しかしながら、追跡
ビームと撮像ビームを確実に同等にするためには、ロール追跡エレメント４８の幅と厚さ
は撮像エレメント３２とほぼ同じでなければならない。したがって、ロール追跡エレメン
ト４８が、狭い面内ビーム幅と、広い面外ビーム幅を示す扇型ビームを生成することは評
価できる。
【００３０】
　撮像方向付けサブシステム１４は、追跡ビームを発生する別のロール追跡エレメントを
用いて記載されているが、撮像エレメント３２を用いて追跡ビームを発生することもでき
る。この場合、ロール基準エレメント５０を比較的狭い撮像／追跡ビームの通路内に配置
するようにしなければならない。代替として、撮像エレメント３２に回折格子を配置して
、ファン形状の追跡ビームを発生するようにしても良い。
【００３１】
　例えば、図６は、エアインプリグネィテッド材料などの超音波とのミスマッチ材料でな
り、超音波エネルギィが通過できる回折格子１２２を用いた音波透過（sonotranslucent
）窓１２４を具える撮像カテーテルの代替の実施例を示す図である。回折格子１２２は、
摺動可能にカテーテル２６に装着されており、画像方向付け処理を行う間に撮像エレメン
ト上を遠位側に選択的に移動することが可能であり（図６）、撮像処理を行う間には近位
側に移動して撮像エレメントを露出させることができる（図５）。音波透過窓１２４は、
軸方向の大きさが比較的小さく、横方向の大きさが比較的大きいので、扇型追跡ビームが
生成される。
【００３２】
　図１を参照すると、回転方向付けサブシステム１４は、更に、基準角方位と、ロール基
準エレメント５０間で追跡ビームが回転する角度を決定するように構成された追跡ビーム
回転処理回路５２を具える。基準角方位は、超音波画像の起点方位に関連する追跡ビーム
の角方位であり、この場合は、各回転における最初の電気パルスに関連する画像セクタで
ある。この情報を得るために、追跡ビーム回転処理回路５２は画像制御／処理回路２４に
接続されている。例えば、図８は、回転面４６内の追跡ビームとロール基準エレメント５
０間の実際の角方位を示す図である。この例では、ロール基準エレメント５０の回転方位
は９時の位置に示されており、画像データの起点方位に関連する追跡及び撮像ビームの回
転方位は（すなわち、現回転の最初の電気パルスが発生したときの方位）１２時と３時の
位置にそれぞれ示されている。図に示すように、基準角方位（ここでは、１２時の位置）
とロール基準エレメント５０（ここでは、９時の位置）間で追跡ビームが回転する角度は
２７０度である。
【００３３】
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　追跡ビーム回転処理回路５２は、基準角方位からロール基準エレメント５０までの追跡
ビームの回転によって規定される時間に送出される追跡ビームパルスの数を計数すること
によって、この角度を計算する。すなわち、最初の追跡ビームパルスは、超音波画像の１
２時の位置に対応するパルスであり、最後の追跡ビームパルスは、ロール基準エレメント
で受信されるパルスである。このプロセスを以下により詳細に説明する。
【００３４】
　図９を参照すると、追跡ビーム回転処理回路５２が更に詳細に示されている。回路５２
は、（１）ロール基準エレメント５０によって受信される信号（及び、特に追跡ビームパ
ルス）を得るための追跡ビーム入力５８と；（２）画像データの起点方位に関連する超音
波撮像パルス（この場合、最初のパルス）が発生する（１回／回転）各時間を表示する画
像制御／処理回路２４からの基準トリガ信号を得るための回転トリガ入力６０と；（３）
超音波撮像パルスが発生する（２５６回／回転）各時間を示す画像制御／処理回路２４か
らのパルス送信トリガ信号を得るための送信トリガ入力６２と；（４）１乃至２５６間の
デジタル計数の形で追跡ビーム回転角度を出力する出力６４と；具える。
【００３５】
　追跡ビーム入力５８において、追跡ビーム回転処理回路５２は、実質的にノイズフリー
な追跡ビーム信号を出力するためのバンドパスフィルタ６６（特に、９ＭＨｚのバンドパ
スフィルタ）を具える。処理回路５２は、更に、追跡ビームパルス部の絶対値を出力する
整流器６８を具え、後にエネルギィの大部分を含む追跡パルスの負の部分を検出すること
ができる。処理回路５２は、更に、追跡ビームパルスの大きさに関する低周波信号を出力
するためのローパスフィルタ７０と、この低周波数信号のピークを検出する最大ピーク検
出器７２を具える。特に、ローパスフィルタ７０は、最大ピーク検出器７２を単純化して
より正確なものとする。これは高周波数信号では実現が困難である。
【００３６】
　最大ピーク検出器７２は、ローパスフィルタ７０から受けとる低周波数信号の最大ピー
クをリセットされるまで保存する。すなわち、現追跡パルスに関する低周波数信号のピー
ク振幅を、それが前回保存したピーク振幅より大きい場合にのみ保存する。現パルスのピ
ーク振幅が現在保存されている最大ピーク振幅より大きい場合は、最大ピーク検出器７２
は、信号（例えば、ハイ信号）を出力する。従って、各回転について、追跡ビームがロー
ル基準エレメント５０に交差するまで最大ピーク検出器７２はハイ信号を出力し続け、そ
の後ロー信号を出力する。本質的には、最大ピーク検出器７２は、追跡ビームがロール基
準エレメント５０に交差するとき、例えば、高出力から低出力に遷移する時点を表す。回
転トリガ入力６０は、最大ピーク検出器７２のリセットに接続されており、撮像アッセン
ブリ２２がフルに回転したら「０」にリセットする。
【００３７】
　追跡ビーム回転処理回路５２は送信トリガ入力６２にカウンタ７４を具える。このカウ
ンタ７４は、追跡ビームパルスが発生するたびに「１」だけインクリメントする。回転ト
リガ入力６０はカウンタ７４のリセットに接続され、撮像アッセンブリがフルで回転する
とカウンタが「０」にリセットされる。追跡ビーム回転処理回路５２は、更に、カウンタ
７４からの現カウントにラッチする第１のラッチ７６を具える。最大ピーク検出器の出力
は、この第１のラッチ７６の制御入力に接続されており、現在保存されている最大振幅よ
り現追跡ビームパルスの振幅が大きいときに、現カウントを出力し（最大ピーク検出器時
７２は、論理的ハイ信号を出力する）、すなわち、追跡ビームはロール基準エレメント５
０とまだ交差しておらず、現在の追跡ビームパルスの振幅が保存されている最大振幅より
小さいときに現カウントの出力を停止する（最大ピーク検出器７２は論理的ロー信号を出
力する）、すなわち、追跡ビームはすでにロール基準エレメント５０と交差している。追
跡ビーム回転処理回路５２は、更に、前記第１のラッチ７６の出力に接続されており、第
１のラッチ７６から出力されたカウントにラッチする第２のラッチ７８を具える。回転ト
リガ入力６０は、この第２のラッチ７８の制御入力に接続されており、従って、撮像アッ
センブリ２２がフル回転したときにこの第２のラッチ７８が最終カウントを出力する。こ
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のカウントは、追跡ビームが回転する角度を表す。例えば、カウントが６４であれば、回
転角度は９０度である。このカウントが１２８であれば、回転角度は１８０度になる、と
いった具合である。
【００３８】
　図９に示すブロック図の詳細なインプリメンテーションが図１０に示されている。部品
のモデル番号と数値は、追跡ビーム回転処理回路５２のある特定のインプリメンテーショ
ンを実行するためだけのものであり、本発明の限定を意図するものではない。
【００３９】
　図１を参照すると、３次元表示サブシステム１６は、回路８０に接続され、スペースを
あけて配置された位置基準エレメント８２間で送信される制御および処理信号によって３
次元座標システムを構築するように構成された位置制御／処理回路８０を具える。本質的
には、この３次元座標システムは、すべての空間測定が行われる絶対フレームワークを提
供する。回路８０は、更に、位置エレメント８４を用いて３次元座標システム内の興味の
ある地点の位置座標を決定するように構成されている。特に、回路８０は、３次元座標シ
ステム内のロール基準エレメント５０の位置座標（ｘ、ｙ、ｚ）を決定するように構成さ
れている。特定のインプリメンテーションによっては、回路８０は、ロール基準エレメン
ト５０自身から、または、ロール基準エレメント５０近傍に位置する位置エレメント８４
からのこの情報を決定する。回路８０は、更に、撮像エレメント３２の位置座標（ｘ、ｙ
、ｚ）と、３次元座標システム内の回転軸４４の位置座標（ｘ、ｙ、ｚ）および方位（ピ
ッチ、ヨー）、従って、三次元座標システム内のこの回転面４６の原点を決定するように
構成されている。特定のインプリメンテーションに応じて、回路８０は、決定された位置
座標とカテーテル本体２６の遠位端に装着された単一の位置エレメント８４の方位に基づ
いて、及び、カテーテル本体２６の遠位端にそって装着された多重位置エレメント８４の
決定された位置座標に基づいて決められる。
【００４０】
　図に示す実施例では、位置制御／処理回路８０は超音波ベースであり、この場合、位置
エレメント８４と位置基準エレメント８２が超音波トランスデューサの形を取る。ロール
基準エレメント５０またはロール基準エレメント５０近傍の位置エレメントも、超音波ト
ランスデューサの形を取る。しかしながら、ロール基準エレメントから超音波追跡ビーム
を受信する能力によって、ロール基準エレメント５０はすでに超音波トランスデューサの
形を取っており、従って、位置エレメントとして都合よく使用することができる。この場
合、処理スピードが落ちることが許されるのであれば、ロール基準エレメント５０の二重
超音波機能で時分割多重送信することができる。さもなければ、別の位置エレメント８４
を単一機能基準エレメント５０の近傍に配置するようにしても良い。
【００４１】
　位置基準エレメント８２は、一対の基準カテーテル（図示せず）に装着することができ
る。例えば、４つの基準エレメント８２を各基準カテーテルに装着することができる。基
準カテーテルは、基準エレメント８２を位置エレメント８４およびロール基準エレメント
５０と通信する身体内のどの位置（好ましくは、公知の位置）に配置しても良い。例えば
、撮像すべき体組織が心臓組織であれば、基準カテーテルは、各々、冠状静脈洞内と、心
臓の右心室の先端に配置することができる。図に示す例では、３つの位置エレメント８４
が撮像カテーテル本体２６（図３に示す）の遠位端に装着されており、ロール基準エレメ
ント５０が一の基準カテーテルに配置されている。
【００４２】
　３次元座標システムを構築して、この座標システム内でエレメントの位置を決定するた
めに、位置制御／制御回路８０が動作して、各位置基準エレメント８２に、残りの基準エ
レメント８２と、位置エレメント８４と、ロール基準エレメント５０へ超音波パルスを送
信させて、各送信基準エレメント８２と他のエレメント間の距離を決定する。この方位制
御／処理回路５４は、その間の超音波パルスの「飛行時間」と速度を用いてトランスデュ
ーサ間の相対距離を計算する。この距離の計算を簡単にするために、超音波パルスの速度
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が一定であると仮定しても良い。超音波パルスの速度は体組織や血液内では僅かに変化す
るだけなので、このように仮定しても、通常、僅かなエラーが生じるだけである。３次元
座標システムは、各基準エレメント８２と残りの基準エレメント８２間の相対距離の計算
を三角測量することによっても構築することができる。
【００４３】
　この３次元座標システム内の複数の位置エレメント８４とロール基準エレメント５０の
座標は、それぞれの位置エレメント８４と、一方でロール基準エレメント５０間の相対距
離の計算を、他方で、基準エレメント８２間の相対距離の計算を三角測量することによっ
て決定される。好ましくは、方位制御／処理回路５４は、位置エレメント８４の位置を連
続的かつリアルタイムで決定する。これは、回転撮像アッセンブリ２２が縦方向に移動す
る場合に有意になる。図に示す実施例では、回路５４はこれらの位置を１５回／秒で決定
する。
【００４４】
　超音波撮像アッセンブリ２２からの超音波エネルギィの送出によって生じる超音波干渉
を防ぐ、あるいは最小にするために、位置制御／処理回路８０はフィルタ回路を具えるこ
とが好ましい。例えば、撮像エレメント３２からの超音波エネルギィの射出は、位置基準
エレメント８２と位置エレメント８４間、またはロール基準エレメント５０間の測定距離
を実際より短いものにすることがある。この不都合な効果を最小限に抑えるために、エレ
メントの各組み合わせ間の多数の距離測定は、各測定サイクルを持つ。多数の距離測定か
ら最も大きな距離測定を選択して、トランスデューサ間の真の測定値を得ることができる
。このような、フィルタリング技術は、米国特許出願第１０／２１３，４４１号に開示さ
れている。
【００４５】
　位置エレメント８４の位置座標が決定されると、位置制御／処理回路８０が、位置座標
と回転軸４４の方位と、回転面４６の原点の位置座標を決定することができる。特に、位
置制御／処理回路８０は、撮像カテーテル本体２６の公知の構造に基づいて位置エレメン
ト８４の決定された位置と、位置エレメント８４と撮像エレメント３２間の位置関係を推
定することによってこの情報を決定することができる。
【００４６】
　代替として、撮像エレメント３２の位置と、従って、回転プレーン４６の原点の位置は
、撮像エレメント３２自体を超音波位置エレメントとして用いて決定することができる。
特に、撮像エレメント３２は、異なる周波数、すなわち、９ＭＨｚと１ＭＨｚに関連する
二つの異なる共鳴モードで動作しうる。すなわち、撮像エレメント３２は、９ＭＨｚの共
鳴モードで動作して超音波撮像パルスを生成し、１ＭＨｚの第２の共鳴モードで動作して
超音波位置パルスを生成することができる。撮像エレメント３２は、都合の良いことに、
これらの共鳴モードに対応する高調波振動数を示す単一の電気パルスでそれを刺激するこ
とによって、これらの共鳴モードで動作することができる。撮像が行われている間に撮像
エレメント３２を刺激するのに使用される電気パルスの比較的短いパルス幅は、撮像エレ
メント３２の両共鳴モードを刺激することができる高調波周波数を当然含む。この技術は
、カテーテル本体に対する撮像エレメント３２の軸のシフト（クリープ）を補償するとい
う利点がある。
【００４７】
　位置制御／処理回路８４は、選択的に、体腔を再構築するように構成されており、体腔
の内側表面に接触するように配置された移動位置エレメントの位置座標を決定することに
よって画像が発生する。これを実行する超音波トランスデューサとカテーテルの位置及び
方位を決定する更なる詳細と、この体腔再構築技術は、米国特許出願第０９／１２８，３
０４号に記載されている。
【００４８】
　エレメントとカテーテルの位置と方位を決定する別の方法がある。例えば、米国特許第
５，３９１，１９９号に開示されている磁気追跡技術である。この磁気技術では、単一の
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位置エレメントを用いて、それが装着されている構造体の位置座標（ｘ、ｙ、ｚ）と方位
（ピッチ、ヨー）を決めることができる。他の例としては、米国特許第５，９８３，１２
６号に開示されているような電圧追跡技術を用いる。
【００４９】
　合成画像生成器１８は、画像制御／処理回路２４から得られる画像データを、３次元表
示サブシステムからの（ロール基準エレメント５０、回転軸４４の位置座標と方位、及び
追加の体腔再構築を含む）３次元情報に重ねて構築され、ディスプレイ２０上に合成画像
を表示する。有意に、合成画像生成器１８は回転軸４４についての画像データを正確に方
向付ける。
【００５０】
　特に、標準的な数学的変換技術を用いて、合成画像生成器１８は、軸４４の位置座標に
よって規定されるように、ロール基準エレメント５０の位置座標を回転面４６に変換し、
ロール基準エレメント５０からの画像データの起点方向（すなわち、絶対回転方位）を、
撮像および追跡ビーム間の所定の角度オフセットと、追跡ビーム回転角度との差に等しい
角度に回転させる。例えば、図８を参照すると、撮像ビームは追跡ビームから９０度（撮
像エレメント３２とロール追跡エレメント４８間の９０度の機械的なオフセットによる）
オフセットしており、追跡ビーム回転角度は２７０度である。従って、画像が回転する角
度を決定するために、複合画像生成器１８は、撮像及び追跡ビーム間の角度オフセット（
９０度）から追跡ビーム回転角度（２７０度）を引く。従って、この例では、画像データ
は　９０－２７０＝－１８０度だけ回転する。
【００５１】
　画像は、方向付けされたり、３次元座標システムのコンテキストにおいて重ねあわす必
要がなく、本発明はそのように限定されるものではない。例えば、ロール基準エレメント
５０は、外科医が絶対回転方位（例えば、天井方向、解剖学的なランドマーク方向など）
であると考える位置に故意に配置することができる。更に、画像データは、この全体回転
方位から、撮像および追跡ビーム間の角度オフセットと、追跡ビーム回転角度の差に等し
い角度回転だけすることができ、あるいは、代替的に、外科医が絶対位置方位からこの角
度だけ表示画像を視覚的に回転させることができる。
【００５２】
　上述の説明において、本発明はその特別な実施例に関連させて述べられている。しかし
ながら、請求項に規定されるとおり、本発明の範囲からはなれることなく様々な変形や変
更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
　図面は、本発明の実施例を示すものであり、同じエレメントについては共通の符号が付
されている。
【図１】図１は、本発明によって構成された体組織撮像システムの一の実施例の機能的ブ
ロック図である。
【図２】図２は、図１に示す体組織撮像システムに用いられる超音波撮像サブシステムの
機能的ブロック図である。
【図３】図３は、図２に示す超音波撮像サブシステムで用いられる超音波撮像カテーテル
の断面図である。
【図４】図４は、図３に示す超音波撮像カテーテルで発生した追跡ビームによって生じた
干渉を最小化するために使用される電気回路を示す図である。
【図５】図５は、図３に示す超音波撮像カテーテルに用いられる撮像アッセンブリの斜視
図であり、特に撮像および追跡ビームのビーム幅特性が示されている。
【図６】図６は、図２に示す超音波撮像サブシステムに用いる別の超音波撮像カテーテル
の部分的断面平面図であり、摺動可能な回折格子を用いて、撮像ビームと追跡ビームを選
択的に発生している。
【図７】図７は、図６に示す超音波撮像カテーテルの部分的断面平面図であり、前記撮像
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エレメントを覆う回折格子が示されており、扇型追跡ビームが生成されている。
【図８】図８は、図１に示す体組織撮像システムに用いる回転面処理回路によって構築さ
れた回転座標システムを示す図であり、撮像ビーム、追跡ビームおよびロール基準エレメ
ントの実際の回転方位が部分的に示されている。
【図９】図９は、図１に示す体組織撮像システムに用いる追跡ビーム回転処理回路のブロ
ック図である。
【図１０】図１０は、図９に示す追跡ビーム回転処理回路の詳細な構成要素を特に示す回
路図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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